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精神保健・医療改革に関する  

「こころの健康政策構想会議」の提言の提出に当たって  

ここに、こころの健康政策構想会議の「精神保健・医療改革に関する長言」を提蘭で  

きますことを大変革ばしく思います。私どもの会の趣旨軋関心をもっていただき、兵  

事厚生労働大臣、山井大臣政務官にもご出席いただいた2010年4月3日の発足式以後、  

2ヶ月弱の間、こころの健康政策構想会議（以下、構想会議と略）は、清祥疾患を有する  

当事者・家族の方々多くと一緒になって、真剣な検討せ行ってきました。ご協力いた  

だいた梧点会議委員は、別項の重点リス†に示しておりますが、最終的には当事者・家  

族委員会委員27人、検討委貝・協力委員63人を合わせて90人（うち起草委貞会委員12  

人）に上りました。当事者・家族委員は全体の30％に該当します。   

提言をまとめるまでに、全体会議（ほぼ毎週土曜午後1－5時）、当事者・家族委員会は  

その他に毎週土曜午前中2時間以上、日曜午後2時間余、10のテーマ毎に組織されたワ  

ーキンググループ（WG）は平日の夜、あるいは土、日にそれぞれ数回の会議とともに、  

識者に教えを請う勉強会も行いました。1泊2日の合宿も行いました。長音起草委貞会  

は、それに加えて全体会議の後、深夜まで討論しましたし、事務局ほ会議の記録、会場  

の準備や後始末、ホームページの内容作成や維持管理を行いました。メールでの委員  

間のやり取りは数え切れない回数に上ります。主な会場となった東京都立松沢病院  

のボランティアの人々のご協力は、大変貴重な支援になりました。これらはすペて、  

手弁当による協力と、時にほ重点の募金によって支えられたものです。予算がまった  

く無い条件で行うために、委員の構成は東京および周辺中心にならざるを得ませんで  

したが、北海道、九州、大阪、京都、岩手、長野、静岡から参加いただいた重点もありまし  

た。この居住地の偏りが撞言の検討に影召しないように注意したのはいうまでもあ  

りません。座長として、この重点の皆さまの精神保健と医寮を変えたい、良くしたい  

という熱情と献身に敬意を表するものです。   

この当事者・家族委員をはじめとする構想会議の委員の熱意は、発足式における長事  

大臣の、「提言をしっかりと受け止めて，それを政策の中で反映を出来る部分はですれ  

反映をさせていただきたい」「是非広く国民的議論の中で御提言をまとめて頂きたく，  

御願いを申し上げる次第でございます」という言葉に励まされたものでもあります。   

戦後わが国が長く享受してきた「安心」「信頼」「安全」感は、今や失われつつありま  

す。12年以上に亘って自ら命を絶つ人々が3万人以上という現実、その何倍もの未遂  

者、さらに一回り多い死を考える人々の存在。そしてこの10年でうつ病などが急増L、  

2005年には300万人、つまり40人に1人以上の人々が精神科を受診するようになりま  

した。30年前の4倍以上の人々が精神科を受診しています。誰でもいつでもうつや不  

安の病いになってもおかしくない、と言われる状況、こころの危機といえる状態にな  

っています。   

病気か社会に与える負担、疾病負担の目安であるDALYという指凛では、すべての  

病気による疾病負担のうち精神疾患が4分の1を占め、†ップであり、それ軋続くがん  

や循環器疾患ととも紅3大疾患であることか、わが国でも欧米諸国でも明らか忙され  
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ています。  

しかし、このような国民のこころの健康の危機に対して、そのこころを支琴L、こころ  

の健康な発展のための社会的な施策や仕組みは、残念ながら今まで極めて不十分であ  

ったといわざるを得ません。国民の自主的な努力やその家族にほとんど任されてき  

たといっても過言ではありません。とりわけ家族への負担ほ甚大であり、高齢患者の  

介護や精神疾患患者を抱えた家族の負担や困難は極点に達し、様々な悲劇も生まれて  

います。   

本来、国民のこころの困難に対処すべき精神保健や医療施策が、わが国では、狭義の  

医療、つまり重症化した精神疾患への対応である精神科入院医療中心になされてきま  

した。精神疾患が重症イヒするまで手をこまねいていたともいえます。  

医療法に精神科特例といわれた劣悪な人員配置基準等が残されているために、精神科  

医や精神科医療従事者は患者数紅比例して増えておらず、精神科医寮従事者は過帝な  

診療を強いられています。外来診療では「3分または5分診療」といわれる状態が広く  

存在しています。5分では「悩みを話せる時間が1分半しかない」、「よく開いてもらえ  

ない」「よく説胡してもらえない」と言ゎれる状態にならぎるを得ません。家族の相談  

や支援のための時間はなかなか取れません。   

こころの困難への啓発や予防などの精神保健、早期発見や早期治療、こころを病ん  

だ人々が地域で生活Lていけるような専門家チームによるアウトリーチを含む支援  

や、病んだ後でも就学・就労できるような支援の仕組員の導入は大変遅れています。  

また、初診の場合でも十分時間がとれないためもあり、受診者の受ける医療の印象が  

芳しくなく、受診しても3ヶ月までに3分の1以上の人々が治療を中断していること、  

それか病気の治りに悪い影響を与えていることカ㍉各種の調査で指摘されています。   

このような状況を一刻も早く改善すべきと考えている有志が、現状を改革する長束  

をしたいと当事者・家族とともに「こころの健康政策構想会議」に集いました。そして、  

精神科医庶を改革し、こころの健康の危機に対する精神保健の仕組みを大胆に拡充す  

る施策長音を作成しました。   

厚生労働省でほ、1昨年度から昨年度にかけて「今後の精神保健医療福祉のあり方等  

に関する検討会」を設けて、現状を窮屈的に明らかにし、今後の望まれる施策を報告し  

てこられました。私どもは、そこで報告された望まれる施策も含めて、何よりも当事  

者家族のニーズに応えることを主軸に考え、現実の危機を、早く、板木的に、大胆に改  

革する提言をまとめました。厚生労働大臣が私共の提言を受け止めていただき、直近  

から将来への施策に是非活かして湧けるように、心から期待しています。   

ごく短期間に急いで作成したために、WGの最終報告書間には、用語の違いや厳密  

には食い違う箇所もなしとしません。このような事情をご了解いただくとともに、正  

しくほ、「こころの健康政策構想会議 精神保健・医療の抜本改革の提言≒こころの健  

康推進≒を日本の基本政策に！」に．よっていただきたいと思います。また、異例なこ  

とですが、大臣への提言にまんがによるイラストを挿入しております。これは構想会  

議の趣旨に賛同された漫画家で、ご自身も統合失調症のご家族をもつ方が、何よりも  

優先して、しかもまったくのボランティアで描いていただき、構想会議に提供いただ  

いたものです。この漫画によるイラストは、長吉が広く国民の方々にも理解いただき、  

ご支持いただく力になると考えています。  

平成22年5月28H  

rこ土ろの健康政策横領金議」座長  

岡崎祐士  
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